破産申立に関するクイズ【提出資料】編。〇か×で答えなさい。

Ｑ１　同時廃止申立事件において、申立人が所有していないとしても、例えば親が所有している不動産に居住している場合、その不動産の不動産登記全部事項証明書（共同担保目録付）を裁判所に提出しなければならない。

○　同時廃止申立書式の標準資料一覧表(ver.4.1) 中にある８番には"現在又は申立前２年以内に（□申立人，□配偶者，□同居親子）が，不動産を所有"の場合にチェックを付ける欄があります。不動産登記全部事項証明書の内容を確認してみると、実は、申立人が共有者として記載されているか、未分割の遺産（母親が居住し、父親が他界している場合に、父親名義のままなど）であることが判明する場合がありますので、要注意です。不動産を所有していると、管財移行する可能性があるからです。

Ｑ２　同時廃止申立において課税証明を提出する場合、生命保険控除がなくても、その課税証明書には生命保険控除欄がなければならない。

×　原則としては、生命保険控除の事実がなくても課税証明書には生命保険控除欄がなければ裁判所から再提出を求められます。ただし、自治体によっては、生命保険控除欄がなく、生命保険控除があれば所定の位置に記載され、生命保険控除がなければ記載は何もないという場合もまれにあります。その場合は、役所の担当者に電話で事実関係を確認し、報告書を提出すれば大丈夫です。

Ｑ３　法人の管財申立の場合、決算書のうち直近年度から順に過去２年分を裁判所に提出する必要があるので、決算をしていない場合は、決算をした上で申し立てなければならない。

×　直近年度の決算をしていない法人はよくあります。だからといって、決算しなければ、破産申立を受け付けてくれないということはありません。直近年度の決算がなされていなくても、手元にある決算書の直近２年分を提出すれば、申立を受け付けてくれます。なお、決算書には減価償却一覧や売掛金の一覧等が添付されており、そこから新たな資産が判明する場合がありますので、申立前に十分確認しましょう。また、粉飾決算がある場合などに修正申告を管財人が行うことにより税金の還付を受ける場合があったり、最終年度の決算を管財人が行うことにより消費税の還付を受けることができたり、財団債権が大幅に削減できて配当見込にかわるという場合もありますので、こういった可能性がある場合は特に、以前の決算書や、税務申告に必要な書類を確保し、管財人に引き継ぐ必要があります。
2

